
•下水道事業の現状と課題について

登米市上下水道部
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登米市下水道事業区域図
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公共下水道1処理区 特環公共下水道4処理区 農業集落排水26地区 浄化槽整備事業2事業

下水道整備状況
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登米市の下水道事業の概況

○本市の下水道は、公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽整備推進事業により、地域の実情
に応じた事業手法で整備を進めてきました。

○下水道普及率（汚水処理人口普及率）は、平成17年の合併当初は62.3％でしたが、下水道の整備が
進むとともに向上し、令和６年度は86.0％となっています。
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【 区域イメージ図 】
【行政人口】
住民基本台帳の人口

【水洗化人口】
下水道処理区域内人口のうち、水洗化が完了し
ている人口

【汚水処理人口普及率】
市の全人口に対して、各処理区域内の人
口の割合

【処理区域内人口÷行政人口×100】
（浄化槽は設置済人口）

【水洗化率】 (汚水衛生処理率）
市の全人口に対して、実際に排水設備等を
設置し、下水道を利用している人口の割合

【水洗化人口÷行政人口×100】

【接続率】

処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置
して、下水道に接続している人口の割合

【水洗化人口÷処理区域内人口×100】
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一般会計からの繰入金の推移

○一般会計繰入金は、近年20億円前後で推移しており、令和７年度２月補正予算ベースで19.9億円、令
和８年度当初予算ベースでは、物価、人件費の高騰による委託料や修繕費などの増加により20.4億
円となっています。

※Ｒ８は予算値ベースで表示
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地方債現在高の推移

○地方債現在高は、平成20年度をピークに減少しています。今後も地方債の償還額が借入額を上回る
見込みのことから、減少が見込まれます。

33,760 34,097 34,252 34,169 33,739 32,904 32,455 31,706 
30,771 30,024 29,340 28,962 28,296 27,581 26,983 

25,941 
25,006 

24,092 
23,185 22,976 

22,055 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８

地方債現在高の推移



8

下水道使用料のこれまでの改定状況

○登米市においては、これまでに下記の下水道使用料金の見直し・改定を行っています。

○平成26年度及び令和元年10月に消費税率改定に伴い下水道使用料を改定しましたが、
平成22年度以降は実質的な下水道使用料の値上げは行っていませんでした。
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下水道使用料のこれまでの改定状況

〇公営企業として「下水道使用料による自立経営」を目指し、経費回収率（維持
管理費）100％を目指した使用料改定としました。
〇基本使用料については、これまで10㎥の基本水量込みとしておりましたが、基
本水量以下の使用者に不公平感があり、使用者が公平に負担するものとして、
基本水量をなくしました。従量料金ついては、現行で基本水量がある10㎥までの
使用区分において大幅な改定にならないよう配慮した改定としました。

下水道使用料表（税込み）

【令和５年10月から令和６年９月まで】《平均改定率：17％》 単位：円

現行 改定後 増加額
排出量区分

変更を考慮

した増加率

1,571 1,573 2 0.1 0.1

1㎥ ～ 10㎥ 0 26 26 皆増 皆増

11㎥ ～ 20㎥ 157 34 21.7

21㎥ ～ 50㎥ 168 23 13.7

51㎥ ～ 100㎥ 201 28 16.2 16.2

101㎥ ～ 200㎥ 31 17.9

201㎥ ～ 400㎥ 26 14.6

401㎥ ～ 214 36 20.2 20.2

1.13 1.12 -0.01

204 15.7

178

従量使用料の逓増度
（最高単価/※最低単価）

基本使用料

汚水の排出量による区分

下水道使用料 増加率

従　量
使用料
(１㎥あ
たりの使
用料)

191 15.7

173

※最低単価
現行使用料には１㎥から10㎥まで

の単価設定が無いため、最低単価
は11㎥から20㎥の単価を用いる

【令和５年10月分から】料金表（改定後）
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下水道使用料のこれまでの改定状況

【令和６年10月分から】料金表（改定後）

〇登米市上下水道事業運営審議会から「水道料金と下水道使用料を同
時期に改定を行うため、大幅な改定は使用者に大きな負担となることから、
従量使用料の改定率について段階的な見直しを行うべきである」とのご
意見を頂き、激変緩和措置として令和５年10月分から17％、令和６年10
月分から33％の２段階での改定としました。

下水道使用料表（税込み）

【令和６年10月から】《平均改定率：33％》 単位：円

現行 改定後 増加額
排出量区分

変更を考慮

した増加率

1,571 1,573 2 0.1 0.1

1㎥ ～ 10㎥ 0 50 50 皆増 皆増

11㎥ ～ 20㎥ 157 60 38.2

21㎥ ～ 50㎥ 168 49 29.2

51㎥ ～ 100㎥ 228 55 31.8 31.8

101㎥ ～ 200㎥ 59 34.1

201㎥ ～ 400㎥ 54 30.3

401㎥ ～ 244 66 37.1 37.1

1.13 1.12 -0.01
従量使用料の逓増度

（最高単価/※最低単価）

下水道使用料

従　量
使用料
(１㎥あ
たりの
使用料)

173

178

217

232

汚水の排出量による区分

増加率

31.5

31.6

基本使用料

※最低単価
現行使用料には１㎥から10㎥

までの単価設定が無いため、最
低単価 は11㎥から20㎥の単価
を用いる
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県内市との下水道使用料比較料金表 料金表（改正後）

１カ月あたり20㎥使用した場合の下水道使用料は下図のとおりです。
１段階目の改定では3,141円から3,743円となり、602円（19％増）の引き上
げとなり、令和６年10月からは500円増の4,243円の使用料となりました。
（単位：円） （税込）

２段階で改定
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水道料金・下水道使用料等の検討について

○水道事業及び下水道事業は、企業会計の原則に基づき、独立採算方式
で行われるものであり、事業運営の健全性・安定性には、適切な料金収
入の確保が不可欠である。

○人口減少等に伴う料金収入の減少や、物価・人件費の上昇による維持管
理費の高騰、老朽化した施設の更新に多大な費用を要する中、財政基盤
の強化を図るため、料金水準及び料金体系等を見直し、適切な料金のあ
り方について検討を行うものである。



投資・財政計画（収支計画）の試算にあたって、下水道使用料金の改
定シミュレーションを行い、その内容は次のとおりとした。

○令和５年度から令和８年度の４年間の算定を行い、令和５年９月の
改定を実施

既存計画の概要

○令和5 年10 月には、経費回収率を100％とすることを目標として、 激変緩和
措置を考慮した使用料改定を行った。

○人口減少や節水型社会の進展により、下水道使用料の減少が見込まれるが、
下水道使用料の体系や金額の適正性については毎年度検証するとともに、
定期的に使用料算定を行い、適 正な使用料水準による事業の健全経営に努
めていく。

（１）登米市上下水道事業ビジョン（令和８（2026）年３月策定）

13

（２）経営戦略（令和５（2023）年３月改訂）
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基本的事項

１）経営の基本原則

・下水道法第１条
「都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全
に資すること」

・地方公営企業法第３条
「常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進す
るように運営されなければならない」

下水道事業

●都市の健全な発達及び公衆衛生に寄与
●公共用水域の水質保全に資す
（下水道法第１条）

●常に企業の経済性を発揮
●公共の福祉を増進
（地方公営企業法第３条）
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基本的事項

例外 一般会計や他の特別会計が負担することを認めている経費
（地方公営企業法第17条の２第１項）

ア. 性質上、地方公営企業の経営に伴う収入を充てることが適当でない経費
例）雨水処理に要する経費

高資本費対策に要する経費
分流式下水道等に要する経費 等

２）独立採算の基本原則

・地方公営企業法第17条の２第2項
企業運営に要する経費は「当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない」

「独立採算制の原則」
下水道事業は、下水道使用料の収入
によって運営される

「下水道使用料」による自立
経営が基本
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基本的事項

３）雨水公費・汚水私費の原則（昭和36年 第1次下水道財政研究委員会 提言）

※汚水処理に要する経費のうち、分流式下水道に要する経費の一部などは、公的な便益も認め
られることから公費により負担（地方公営企業繰出基準による）

下
水
道
処
理
費

雨水に係る経費

汚水に係る経費 私費（下水道使用料）

公費（一般会計繰入金）

自然現象によるもので、雨水の排除
により、浸水から街を守り、機能の
保全を発揮することで、受益の範囲
が広く一般市民に及ぶ

原因者及び下水道使用者を特定
でき、受益の範囲は使用者に直
接つながる
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基本的事項

３）雨水公費・汚水私費の原則（昭和36年 第1次下水道財政研究委員会 提言）

図 経費と財源の状況

• 下水道事業は、汚水処理サービスの対価としての使用料により、汚水処理経費を賄う
「地方公営企業」として経営されます。

• ただし、以下の経費については、地方公営企業への繰出金として一般会計が負担する
ものとされ、この経費負担区分ルールについては、毎年度「繰出基準」として総務
省から地方公共団体に通知されています。
• その性質上経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
• その公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもっ
て充てることが客観的に困難であると認められる経費 等

• なお、登米市の下水道事業は、使用料対象経費で賄うべき経費（私費負担部分）の一
部を賄えておらず、基準外繰入で賄っている状況となっています。
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基本的事項

４）下水道使用料決定の原則

・地方公営企業法第21条第２項
下水道使用料は「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下にお
ける適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるも
のでなければならない」ものとされています。

・下水道法第20条第２項
下水道使用料は、次の原則によって定めなければならないとされています。
１ 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
２ 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。
３ 定率又は定額をもつて明確に定められていること。
４ 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
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下水道使用料算定の流れ （使用料算定の基本的な考え方）

• 下水道事業を継続するにあたり、今後必要な経費と収入の見通
し（収支見積もり）

• 今後の使用料収入や企業債残高の見通し
１ 財政計画の策

定

• 公共料金としての安定性を確保するため、財政計画等の計画
期間等も踏まえ、下水道使用料の算定のために使用料対象
経費を算定する期間として、３から５年程度の使用料算定期間
を設定

• 使用料算定期間内に事業を行う財源として使用料収入の必要
額を算定

２ 使用料算定期
間の設定と使用料

水準の検討

• 必要な使用料収入を使用者間でどのように割り振り、負担する
か決定３ 使用料体系

の決定
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１）財政計画の策定及び使用料算定期間の設定

財政計画策定期間
財政計画策定期間は、令和8年度（2026）年度から

令和17年度（2035）までの10年間とする。

使用料算定期間
⇒ 使用料算定の基礎となる原価（又は収支の状況）を集計する期間

下水道使用料算定の基本的な考え方（日本下水道協会）

・日常生活に密着した公共料金
・できるだけ安定したものであることが望ましい
・あまりに長期の期間を設定することは予測の確実性を失う
・算定期間は、一般的には３年から５年程度が適当

使用料算定期間は、令和9年度（2027）から令和12年度（2030）まで
の４年間とする。

・現時点において令和9年度からの使用料の在り方を検討
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２）下水道使用料水準の検討について

・下水道サービスを提供するための必要な費用（維持管理費）
・地方債の支払利息
・今後の投資や資産維持のための費用（資本費）
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３）下水道使用料体系の決定について

使用水量にかかわらず一律である「基本料金」と使用水量に
応じ料金て支払額が変動する「従量料金」の２部から構成される料金
制度

２部料金制

汚水放流量に関係なく、

下水道事業を行うため必要
な固定的経費を回収する
料金

基本使用料 汚水放流量に関係なく、

汚水放流量に応じて発生
する変動的な経費を回収
する料金

従量使用料
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４）下水道使用料体系の設定

需要家費 基本料金
営業費用

人件費、薬品費、動力費、修繕費、

委託料、通信運搬費、手数料、

減価償却費、資産減耗費等

固定費

従量料金

資本費用

支払利息、資産維持費 変動費
（対象資産×資産維持率の範囲内）

汚水放流量に関係なく、下水道事業を
行うため必要な固定的経費を回収料金
として位置づけ

汚水放流量に応じて発生する変動的な
経費を回収する料金として位置づけ

下水道使用水量の多寡にかかわりなく
下水道使用者数に対応して増減する経
費
（使用料徴収経費など）

下水道使用水量及び使用者数の多寡に
かかわりなく固定的に必要とされる経
費
（人件費、施設維持管理費、流域下水
道建設負担金、資本費など）

下水道使用水量及び使用者数の多寡に
応じて変動する経費
（動力費、流域下水道処理負担金な
ど）
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５）料金表について
・使用料対象経費に見合う使用料収入を得られるように、使用料を検討します。

・従量料金は、使用料に応じて単価を変動（逓増・逓減）させる場合と一定とす
る場合があります。

現行の下水道使用料

・登米市の使用料体系は、基本水量なし・累進使用料制となっています。


